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１．はじめに 

２．インターネット選挙運動解禁とその後の広がり 

３．ＳＮＳ等のプラットフォームサービスの特性 

４．近年の選挙における問題の所在と対応策 

５．おわりに 

 

 

１．はじめに1 

平成25年の公職選挙法改正（平成25年法律第10号）で、ＳＮＳや動画共有サイト（以下

「ＳＮＳ等」という。）を含むウェブサイト等を利用したインターネット選挙運動が解禁さ

れた。その後、選挙運動におけるＳＮＳ等の利用は年々広がり、現在では有権者に政見を

伝える手段として広く活用されている。一方、ＳＮＳ等での選挙運動においては、公職の

候補者やその関係者への誹謗中傷の深刻化、偽・誤情報等の拡散による選挙結果への影響、

選挙を利用した収益を得る行為の広がり等を懸念する声が近年高まっている。 

こうした中、第217回国会（常会）に成立した公職選挙法の一部を改正する法律（令和７

年法律第19号）の附則では、選挙運動におけるＳＮＳ等の利用を念頭に、「選挙に関するイ

ンターネット等の利用の状況…（中略）…に対応するための施策の在り方については、引

き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。」と規定

されている。 

本稿では、ＳＮＳ等におけるインターネット選挙運動をめぐる諸問題への対応策につい

て、国会や総務省の検討会での議論を中心に紹介し、今後の更なる議論に資することとし

たい。 

 
1 本稿は令和７年７月８日現在の情報に基づいており、脚注の参照ＵＲＬも、同日に確認を行った内容に基づ

く。なお、文中の名称、肩書等は当時のものである。 
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２．インターネット選挙運動解禁とその後の広がり 

（１）インターネット選挙運動の議論におけるＳＮＳ等の扱い 

 平成25年の公職選挙法改正では、電子メールを利用した選挙運動については候補者・政

党等に限定されるなど、様々な規制が設けられた。一方、ウェブサイトの利用は、未成年

者等を除き基本的に誰でも可能とされており、ＳＮＳ等も同様の扱いとなっている。 

当時の国会審議では、ＳＮＳ上における取締りのしやすさについて、発議者から「仮に

成り済ましや誹謗中傷行為をFacebookやTwitterの中で行った場合は会社に記録が残り、

後々の取締りの際に、立証作業を行うときには個人間の電子メールのやり取りと比べて恐

らく容易」である旨の認識が示されていた2。また、誹謗中傷等への対応も議論となってい

たが、当時の参考人質疑では、その対策の必要性が指摘される一方、インターネット上で

候補者自身が反論できるメリットも挙げられていた3。 

 

（２）選挙運動におけるＳＮＳ等の利用の広がり 

インターネット選挙運動は年々広まっており、ＳＮＳ等で候補者等に関する情報に触れ

ている有権者の割合が増加しているといえる。一例として、図表１は平成28年、令和２年

及び令和６年執行の東京都知事選挙において、有権者が実際に触れたインターネット上の

情報に関する東京都選挙管理委員会の調査結果である。選挙を重ねるごとに、インターネッ

ト上の情報に「触れていない、見ていない」とする有権者の割合が減少する一方、「ニュー

スサイトや選挙情報サイト」、「YouTubeなど動画共有サイトでの選挙関連の動画」、「候補者

等のＸ・Facebook等のＳＮＳ」等に触れる割合が増加している。 

 

図表１ 東京都知事選挙で有権者が触れたインターネット上の情報（単位：％） 

 
（出所）東京都選挙管理委員会事務局資料より作成 

 
2 第183回国会衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会議録第５号６頁（平25.4.2） 
3 第183回国会衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会議録第６号４頁（平25.4.4） 
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３．ＳＮＳ等のプラットフォームサービスの特性 

ＳＮＳ等のプラットフォーム上において誹謗中傷が深刻化したり、偽・誤情報が拡散さ

れる背景として、そのサービスの特性が挙げられる。 

インターネットやＳＮＳ等の普及に伴う情報過多の社会においては、供給される情報量

に比して、我々が支払えるアテンション（関心）や可処分時間は希少となるため、これが

交換財として経済的価値を持つようになる。こうした経済モデルは、一般に「アテンショ

ン・エコノミー」（関心経済）と呼ばれている。ＳＮＳ等においては、閲覧数等に応じて広

告料等を受け取れるアテンション・エコノミーの経済モデルが活用されている。この「ア

テンション・エコノミー」の下では、情報の質よりも人々の関心をいかに集めるかが重視

され、事実に関する報道よりも偽・誤情報の方が刺激的で拡散されやすいこと、怒りや憎

悪といった負の感情がアテンションを得やすく、誹謗中傷が広がりやすいことが指摘され

ている4。 

 また、一般的にＳＮＳ等におけるコンテンツはユーザーの利用履歴を反映したアルゴリ

ズム5によって表示されており、こうした特性が「フィルターバブル」や「エコーチェンバー」

と呼ばれる現象を生じさせているとの指摘がある（図表２）。これらの性質が相まって、選

挙においては、意図せずに情報が偏り、有権者が主体的に候補者を比べる機会を損ないか

ねないことや、後に詳しく述べる選挙の営利行為化の現象が指摘されている6。 

 

図表２ フィルターバブル及びエコーチェンバーの概要 

 
（出所）総務省「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」（第１回）（令和５年

11月７日）参考資料1-1、８頁より抜粋 

 
4 第210回国会衆議院憲法審査会議録第６号４頁（令4.12.8） 
5 一般に、ある問題を解決するための手順や計算のことをいう。例えば、ＳＮＳではユーザーの滞在時間、共

有、コメントなど、様々な種類の情報を分析し、ユーザーの興味・関心を推測し、表示するコンテンツを決

定している。 
6 『日本経済新聞』（令6.12.18） 
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４．近年の選挙における問題の所在と対応策 

先述のＳＮＳ等の特性も背景に、選挙におけるＳＮＳ等での誹謗中傷、偽・誤情報の拡

散、選挙を利用した収益を得る行為等の問題をめぐっては、東京都知事選挙（令和６年７

月執行）や兵庫県知事選挙（令和６年11月執行）等において多くの課題が顕在化した。 

令和７年２月20日の衆議院政治改革に関する特別委員会では、東京都選挙管理委員会事

務局選挙課長織田祐輔参考人、兵庫県選挙管理委員会委員長永田秀一参考人及び一般社団

法人選挙制度実務研究会7会長大泉淳一参考人が選挙をめぐる諸問題に言及しており、その

うち選挙とＳＮＳ等をめぐる内容はおおむね図表３のとおりである。 

 

図表３ 選挙とＳＮＳ等をめぐる各参考人の意見の概要 

（東京都選挙管理委員会事務局選挙課長 織田祐輔参考人） 

・ポスター掲示場を活用してＳＮＳの閲覧数、再生数を稼げるなどと宣伝し、インターネットを活用

して候補者を募る動き等もあった。 

・選挙自体が、資金調達、売名等、候補者等による選挙のビジネス化に利用されている側面も出てき

ている。 

・候補者等のＳＮＳ等において中継や録画された動画等の形式で公開され、候補者等及びその家族な

ど周囲の人々の日常生活に影響を及ぼすような個人情報や、根拠が曖昧な情報等も含めて拡散される

など、公職選挙法にとどまらず他の法令への抵触等を含め指摘があり、社会に及ぼす影響の大きさが

報道された。 

・候補者が発信するＳＮＳ等に対しての投げ銭8や寄附、再生数稼ぎによるＳＮＳプラットフォームか

らの報酬等の問題についても、具体的事例に対する法令解釈や取扱いなど、整理する必要がある。 

（兵庫県選挙管理委員会委員長 永田秀一参考人） 

・ＳＮＳ上の特定の書き込みについて、この書き込みは事実に反する内容であるから選挙管理委員会

が指導すべきといった指摘があった。 

・誹謗中傷や真偽不明の情報について、名誉毀損罪や虚偽事項公表罪に当たらないのかとの問合せも

多くあった。 

・選挙運動におけるＳＮＳ利用がこれだけ普及している状況においては、これまで以上に有権者が正

しい情報に基づき投票先を決定できるような、積極的な環境づくりが求められている。 

（一般社団法人選挙制度実務研究会会長 大泉淳一参考人） 

・ＳＮＳで本当に選挙運動をしたい人を排除することはよくないが、選挙関係の話題で注目を集め、

それにより収益を得るというのであれば、本来の選挙運動からかけ離れている。 

（出所）第217回国会衆議院政治改革に関する特別委員会議録第３号（令7.2.20）より作成 

 

 上記の諸問題に対応する手段として、以下では刑罰による対応、プラットフォーム事業

者等による対応、偽・誤情報の存在を前提としたＩＣＴリテラシーの向上やファクトチェッ

クの取組を紹介していく。 

 
7 公明公正かつ適正な選挙執行の実現と政治資金の透明性の確保を担う人材の育成を目的に設立されており、

選挙管理委員会のサポート事業等を実施している。 
8 一般に、ライブ配信サービスの視聴者が配信者を応援するため、金銭やギフト等を送る行為をいう。 
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（１）ＳＮＳ等における選挙運動で適用され得る罰則 

 ＳＮＳ等での選挙運動をめぐる諸問題への対応策の一つとして、罰則の適用が挙げられ

る。適用の可能性が想定される主な罰則規定としては、公職選挙法の虚偽事項公表罪を始

め、図表４のものが挙げられる。 

 

図表４ ＳＮＳ等における選挙運動で適用され得る主な罰則規定 

 
（出所）総務省「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会ＷＧ」（第18回）（令和６年５

月10日）資料18-1-3、３～７頁及び各法律の条文より作成 

 

選挙運動期間は選挙の種類によって異なるが、最短で町村長及び町村議会議員の選挙で

５日間、最長でも参議院議員及び都道府県知事の選挙で17日間と限られており、この選挙

運動期間の短さを踏まえ、取締りの迅速化を求める声もある。選挙違反の取締りについて、

選挙の自由妨害罪（公職選挙法第225条）の適用が問題となった事例を念頭に置いた答弁で

はあるが、警察庁は「刑事手続として証拠に基づく事実認定を行う必要があるが、その事

実認定について一般論としては、暴行等によるものではなく、言論による演説を妨害する

ような自由妨害罪は立証のための事実認定に一定の時間を要する」旨、説明している9。 

なお、選挙に関するインターネット等の利用に係る検討規定が附則に盛り込まれた公職

選挙法改正案の採決時に付された附帯決議では、「…ＳＮＳ等の媒体をはじめとした虚偽

事項の公表…（中略）…に対しては、選挙期間中においても関係機関は、法に基づき、迅

速かつ適切な対応を行うべく最大限の努力を傾けること。」としている10。 

 
9 第217回国会衆議院政治改革に関する特別委員会議録第４号（令7.2.25） 
10 衆議院政治改革に関する特別委員会「公職選挙法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」<https://ww

w.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/seijikaikakuCF80E390E8BC37D549258C440

004601E.htm> 

罪名 構成要件 法定刑

虚偽事項の公表（当選目的）
（公職選挙法第235条第1項）

当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者
となろうとする者の①身分、職業若しくは経歴、②その者の政党その他
の団体への所属、③その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、④そ
の者に係る参議院名簿届出政党等の届出又は⑤その者に対する人若しく
は政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公表

2年以下の拘禁
又は
30万円以下の罰金

虚偽事項の公表（落選目的）
（公職選挙法第235条第２項）

当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろう
とする者に関し虚偽の事項を公表、又は事実をゆがめて公表

4年以下の拘禁
又は
100万円以下の罰金

氏名等の虚偽表示
（公職選挙法第235条の５）

当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて真実に反する氏
名、名称又は身分の表示をして郵便等、電報、電話又はインターネット
等を利用する方法により通信

2年以下の拘禁
又は
30万円以下の罰金

名誉毀損
（刑法第230条第1項）

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損
3年以下の拘禁
又は
50万円以下の罰金

侮辱
（刑法第231条）

（事実を摘示せず）公然と人を侮辱

1年以下の拘禁若しくは
30万円以下の罰金
又は
拘留若しくは科料
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（２）プラットフォーム事業者等による対応 

 ア 情報流通プラットフォーム対処法による主な対応 

  先述の刑罰による対応に限界がある中、ＳＮＳ等のプラットフォーム事業者に対応を

促すアプローチも重要となる。この関連で、令和７年４月に特定電気通信役務提供者の

損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（通称：プロバイダ責任制限法）

の一部を改正する法律（令和６年法律第25号）が施行され、法律名も特定電気通信によ

る情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律（平成13年法律第137

号、通称：情報流通プラットフォーム対処法）（以下「情プラ法」という。）に変更され

ている。本法律は、インターネット上の違法・有害情報の流通が社会問題となっている

ことを踏まえ、「被害者救済」と発信者の「表現の自由」という権利・利益のバランスに

配慮しつつ、プラットフォーム事業者等がインターネット上の権利侵害等への対処を適

切に行うことができるようにするための制度を定めている。 

具体的には、一般則として大規模プラットフォーム事業者等に対し、権利侵害情報に

対する削除対応の迅速化や、運用状況の透明化に係る対応を義務付けるとともに（以下

（ア））、選挙運動の関係では、平成25年のインターネット選挙運動解禁に伴い特例が設

けられている（以下（イ））11。 

  （ア）大規模プラットフォーム事業者等の義務（令和６年改正）12 

   情プラ法では、ＳＮＳ等の特定電気通信役務13を提供する者のうち、大規模プラット

フォーム事業者等を大規模特定電気通信役務提供者として指定14し、情報の削除に関

し、対応の迅速化及び運用状況の透明化を義務付けている。 

削除対応の迅速化については、①削除申出窓口の整備・公表、②削除申出への対応

体制の整備、③削除申出に対する原則７日以内の判断・通知が義務付けられている。

この対象は権利侵害情報に限定されており、偽・誤情報は権利侵害情報と一部重なり

合うものの、必ずしも本規定の対象となっていない（図表５）。 

なお、立法過程においては削除申出の対応に係る期間に関し、事業者側より「ユー

ザーから受け取る報告書の膨大な量やその複雑性を考慮すると、期限を設定すること

に懸念を持つ」、「申請件数自体が時期により大きく変動し、かつ、それをプラット

フォーム事業者においてコントロールしたり予測したりできるものではないため、対

応に一律の期間制限（ましてや、１週間という短期間）を設ける合理性は全くない」

旨の意見があった15。 

 
11 このほか、発信者情報の開示に係る規定が設けられている。 
12 本改正の内容とその国会論議の詳細は、古賀雅士「プラットフォーム事業者に対する新たな規制の創設―プ

ロバイダ責任制限法改正案をめぐる国会論議―」『立法と調査』No.469（令6.9）を参照されたい。 
13 「特定電気通信役務」とは、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信によるサービ 

スをいう。具体的には、ＳＮＳ、電子掲示板等のサービスが該当する。 
14 平均月間発信者数（平均月間アクティブユーザ数）1,000万人等の要件を満たす事業者が指定され、令和７

年７月８日時点では、Google LLC、LINEヤフー株式会社、Meta Platforms, Inc．、TikTok Pte. Ltd．、X Co

rp．、株式会社ドワンゴ、株式会社サイバーエージェント、株式会社湘南西武ホーム及びPinterest Europe 

Limitedの９者が指定されている。  
15 総務省「プラットフォームサービスに関する研究会第三次とりまとめ（案）に対する意見募集結果」（令和

６年１月）32頁及び33頁 
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図表５ 権利侵害情報の位置付け 

 
（出所）総務省「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 デジタル空間における情

報流通に係る制度ＷＧ」（第９回）（令和７年５月29日）資料9-3、３頁より作成 

 

運用状況の透明化については、大規模特定電気通信役務提供者に対し、①削除基準

の策定・公表、②削除した場合の発信者への通知、③削除の運用状況の公表が義務付

けられている。こうした取組を義務付けることで、総務省は「事業者の自主的な取組

の透明化を図り、国民にとって分かりやすい形での開示を通じ、事業者による削除基

準やその運用の見直しを促す」旨を説明している16。 

   これらに関連し、総務省は令和７年７月執行の第27回参議院議員通常選挙における

偽・誤情報等への対応として、プラットフォーム事業者に対し、利用規約等に基づく

適切な対応を要請したほか、大規模プラットフォーム事業者に対し、削除申出窓口の

公表、削除の適否に関する迅速な判断、削除基準の策定・公表等を要請している17。 

  （イ）公職の候補者の特例（平成25年改正） 

   一般則として、情プラ法第３条では、情報流

通によって他人の権利が侵害された場合の被

害者及び発信者に対するプラットフォーム事

業者等の免責について、図表６のとおり規定さ

れている。 

本規定に関しては、平成25年のインターネッ

ト選挙運動解禁に伴い、特例が設けられた（同

法第４条）。選挙運動用・落選運動用文書図画

によって自己の名誉を侵害されたとする候補

者・政党等からの申出をプラットフォーム事業

者等が受けて削除する場合、情報発信者に対す

る削除同意照会期間は通常の７日から２日に

短縮されており、２日以内に削除に同意しない

旨の返事が発信者からなければ、プラット

フォーム事業者等は削除しても民事上の賠償

責任は問われないこととされている。 

 
16 第213回国会衆議院総務委員会議録第15号18頁（令6.4.18） 
17 村上総務大臣閣議後記者会見の概要（令和７年６月27日）<https://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/0

1koho01_02001457.html> 

図表６ プラットフォーム事業者等の免責要件 

（出所）総務省資料より抜粋 
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発信者との関係では、申出の時間的余裕が必要な一方、名誉を侵害された候補者等

との関係では、選挙運動期間が７日未満の場合もあり、削除同意照会期間はできる限

り短くする必要があるため、２日に短縮されている18。 

イ ＳＮＳ等の収益化プログラムをめぐる議論 

多くのＳＮＳ等では、図表７にある類型の収益化プログラムが利用者に提供されてい

る。例えば、発信者の投稿又は投稿に掲載される広告に対する利用者の閲覧数に応じ、

プラットフォーム事業者から発信者に報酬が支払われる仕組みなどが導入されている

（図表７左上）。 

 

図表７ ＳＮＳ等における収益化プログラムのイメージ 

 
（出所）総務省「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 デジタル空間における情

報流通に係る制度ＷＧ」（第９回）（令和７年５月29日）資料9-3、45頁より抜粋 

 

この仕組みに関しては、「ＳＮＳ等では広告収入のモデルで利用者が情報を閲覧して

おり、人々の関心を集めてアクセスが増えることによって、経営者に収入が入るシステ

ムとなっている。人々の関心を得ることが経済的なインセンティブに直結しているのが

アテンション・エコノミーの本質であるが、関心さえ得られれば、質を問わない情報提

供を求めてしまうことがある」旨の指摘がある19。こうした特性を念頭に、村上総務大臣

は「クリック数に応じて収益が発生するＳＮＳのビジネスモデルは、その負の側面とし

て、過激なタイトルや内容の記事等を生み出し、偽・誤情報の拡散等を助長させる構造

 
18 総務省総合通信基盤局消費者行政第二課「プロバイダ責任制限法逐条解説」（令和５年３月）27頁 
19 第217回国会衆議院憲法審査会議録第７号（令7.5.22） 
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を有している」旨、懸念を表明している20。 

選挙運動をめぐっても、ＳＮＳ等を利用した営利行為の加速化が問題視されており、

選挙の局面に限定した収益化の停止が議論となっている。この点、村上総務大臣は「現

行法において、利用者が動画共有サイト等から収益を得ること自体を禁止する法令がな

い。選挙に関する投稿による収益を制限することについて、どのような発信者を対象に

するか、どのような投稿を対象にするかなど、様々な論点がある」旨を説明している21。 

また、選挙に限らない一般論として、収益化の停止をめぐる具体的な論点について、

総務省の検討会では、①対象となるサービス・収益の種類（ユーザーからのインプレッ

ションや投げ銭に応じて収益を支払う場合など）、②どのような情報を対象とすべきか、

③海外からの発信者について、法の対象とすることが可能か、現実的に海外からの発信

者に対して支払われる収益を停止することが可能か、④対象者について目的・属性等に

照らし一定の例外を設けるか、⑤停止する期間の始期・終期等が挙げられている22。 

 なお、仮に収益化を停止したとしても、経済的インセンティブ目当ての偽・誤情報の

流通・拡散に対しては有効と考えられる一方、イデオロギーや政治的意図を持って発信

された偽・誤情報の流通・拡散に対する効果は限定的である可能性も指摘されている23。 

ウ プラットフォーム事業者の対応と表現の自由との関係 

これまで述べてきた情報の削除や収益化の停止は、情報流通プラットフォームサービ

ス上で、コンテンツの流通・拡散を抑止するために講ずる措置であるコンテンツモデレー

ションの一類型として整理される。コンテンツモデレーションの主な類型と表現の自由

への制約の関係は、総務省の検討会では図表８のとおり整理されている。 

例えば、収益化の停止（図表８②）は、プラットフォーム事業者の広告収入が間接的

に偽・誤情報の発信・拡散主体の収入源となることを抑止する上で一定の効果が見込ま

れるが、情報自体の可視性には直接の影響がない措置であると考えられ、相対的には表

現の自由への制約が小さいものとされている。一方、アカウント停止・削除（図表８⑦）

は、既に流通する情報を不可視とするのみならず、将来的な表現行為の機会を与えない

点において、事前抑制的な性格を有する措置であると考えられ、表現の自由への制約が

大きいものと整理されている。 

もっとも、程度の差こそあれど、いずれの措置も表現の自由への影響が全くないとは

言えず、収益化の停止についても、「収益化停止は表現規制でないわけではない。災害等

の特定の期間において、例えばフリーのジャーナリストの方がそういった発言・投稿に

よって収益が得られなくなるということが表現の自由に対する影響がゼロではない」と

懸念する意見もある点、留意が必要と考えられる24。 

 
20 第217回国会衆議院総務委員会議録第４号（令7.2.20） 
21 第217回国会衆議院政治改革に関する特別委員会議録第14号（令7.5.13） 
22 総務省「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 デジタル空間における情報流通

に係る制度ＷＧ」（第９回）（令和７年５月29日）資料9-3、47頁 
23 総務省「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会とりまとめ」（令和６年９月）

89頁 
24 総務省「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 デジタル空間における情報流通

に係る制度ＷＧ」（第９回）（令和７年５月29日）資料9-3、46頁 
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図表８ コンテンツモデレーションの主な類型と表現の自由への制約 

 
（出所）総務省「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会とりまとめ概要」10 頁より抜粋 

 

（３）偽・誤情報の存在を前提とした取組 

 ＳＮＳ等における投稿量の多さや伝播性、速報性の高さに加え、表現の自由との関係か

ら、プラットフォーム事業者の対応にも一定の限界があると考えられる。こうしたことか

ら、偽・誤情報に関し、「流通を完全に防ぎ切ろうと前のめりになるのではなく、様々な議

論を通じて淘汰していくことが望ましい社会ではないか」といった趣旨の指摘もある25。 

 具体的な対応策としては以下のように、ＩＣＴリテラシーの向上やファクトチェックの

取組が挙げられる。 

ア ＩＣＴリテラシー向上に向けた取組 

 総務省において、ＩＣＴリテラシー向上に資する取組の更なる推進のため、利用者の

ＩＣＴリテラシーに関する認識や偽・誤情報の拡散傾向等、ＩＣＴリテラシーに係る実

態を把握する目的で、「ＩＣＴリテラシー実態調査」が実施された26。 

同実態調査によると、過去に流通した偽・誤情報を見聞きした人に対し、その内容の

真偽をどのように考えるかについて、「正しい情報だと思う」、「おそらく正しい情報だと

思う」と回答した人の割合は47.7％となっている。さらに、偽・誤情報に接触した人の

うち、25.5％の人が何らかの手段を用いて拡散しており、拡散された偽・誤情報のジャ

ンルは、「医療・健康」（62.6％）、「経済」（48.8％）などが多いが、「政治」に関しても

26.2％と一定程度の拡散があったとされる。 

ＩＣＴリテラシー向上に係る近年の取組としては、官民連携での意識啓発プロジェク

トである「デジタルポジティブアクション」が令和７年１月に立ち上げられた。総務省

は、このプロジェクトを通じて「官民の取組などを集約したウェブサイトの充実、多様

 
25 第208回国会衆議院憲法審査会議録第15号９頁（令4.6.2） 
26 令和７年３月31日から同年４月２日の間に調査が実施されている。 
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な関係者によるセミナー、シンポジウムの開催、普及啓発のための教材の作成、活用な

どに取り組むとともに、プラットフォーム事業者等において、自らのＳＮＳ等のサービ

ス上で信頼性の高い情報を優先表示するといった工夫など、主体的な取組を行うことも

期待している」旨を説明している27。 

また、選挙の関係では、学校現場における主権者教育の取組も重要となる。その対応

について、文部科学省は「主権者教育の指導資料の中で、インターネットやＳＮＳの影

響などを考慮、考察することなどのメディアリテラシーの視点を取り入れた指導事例を

盛り込んでいる」旨、現状の取組を述べている。その上で、「学習指導要領の次期改訂が、

中央教育審議会で諮問の後に始まっているが、メディアリテラシーという観点も含めて、

主権者教育の在り方についても検討してまいりたい」旨の方向性を示している28。 

イ ファクトチェックの取組 

ファクトチェックとは、一般に情報の真偽を検証する活動をいい、インターネット上

の偽・誤情報に対抗するための手段として注目されている。日本国内においては、３団

体が国際ファクトチェックネットワーク（ＩＦＣＮ）の認証を取得しており29、民間主体

の取組が行われている。 

ファクトチェックに対する政府・公的機関の関与をめぐっては、「公的機関がファクト

チェックを掲げて情報流通にラベル付けをすることは、表現の自由を侵害するリスクを

はらむ」30、「政府の資金がファクトチェック機関の財源となることで、ファクトチェッ

ク機関の独立性との関係が懸念される」31などの見解がある。なお、国等の機関が主体と

なって情報の真偽を判定し、一般に向けて公表している諸外国の例として、選挙手続・

選挙制度のみを対象としているドイツ、オーストラリア及びカナダ、外国由来の情報の

みを対象としているＥＵなどが挙げられる32。 

日本におけるファクトチェック活動の課題として、①ファクトチェック自体の社会的

認知度・理解度の不足、②ファクトチェック記事の量的少なさ、③ファクトチェック人

材の不足、④財源確保を含めた持続可能な事業モデルの未成熟が挙げられている33。今後

のファクトチェック機関の支援策として、「ファクトチェックのビジネス化が一定程度

必要」、「偽情報対策のリテラシー啓発など、プロジェクトベースの公募型のファンディ

ングなど、ファクトチェック団体の独立性、非党派性を損なわない支援策を考えていく

必要がある」旨が提案されている34。 

 
27 第217回国会衆議院予算委員会第二分科会議録第１号22頁（令7.2.27） 
28 第217回国会衆議院文部科学委員会議録第２号10頁（令7.3.12） 
29 ＩＦＣＮの認証を得るためには「非党派性と公正性」、「情報源の基準と透明性」、「資金源と組織の透明性」、

「検証方法の基準と透明性」、「オープンで誠実な訂正方針」という「ファクトチェックの５原則」の遵守が

求められており、InFact、日本ファクトチェックセンター及びリトマスの３団体が認証を取得している。 
30 第217回国会衆議院憲法審査会議録第７号（令7.5.22） 
31 第217回国会参議院憲法審査会会議録第５号（令7.6.4） 
32 衆議院法制局・衆議院憲法審査会事務局「国民投票法②(ネットの適正利用、特にフェイクニュース対策)に

関する資料」（令和７年４月10日）12頁 
33 総務省「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会とりまとめ」（令和６年９月）

127頁 
34 第217回国会衆議院憲法審査会議録第７号（令7.5.22） 
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５．おわりに 

 本稿では、ＳＮＳ等におけるインターネット選挙運動での誹謗中傷や偽・誤情報の拡散、

収益化プログラムを通じた選挙運動の営利行為化等に係る諸問題に対し、刑罰による対応、

プラットフォーム事業者等による対応、偽・誤情報の存在を前提としたＩＣＴリテラシー

の向上やファクトチェックの取組等について整理してきた。 

 令和７年７月執行の第27回参議院議員通常選挙を控え、これまでＳＮＳ等と選挙の関係

を含め、選挙運動をめぐる諸問題について議論を行ってきた「選挙運動に関する各党協議

会」が令和７年６月27日に発出したメッセージの中では、「プラットフォーム事業者の皆様

には、健全で公正な選挙の実現のため、選挙時における偽・誤情報、誹謗中傷の拡散や、

それらを加速させる収益化プログラム、また不正・多重アカウントの問題について、引き

続き改善の努力をお願いします。」とされた35。 

同選挙におけるＳＮＳ等と選挙運動をめぐる動向等も踏まえつつ、公正な選挙運動と表

現の自由や選挙運動の自由の両立を確保していくため、引き続き丁寧な検討が求められる。

まずは、啓発活動等を担う選挙管理委員会や、民間のプラットフォーム事業者、ファクト

チェックに携わる団体など、各ステークホルダーがそれぞれの役割を果たしつつ、引き続

き多角的な観点からの対応を推進していく必要があろう。 

 

（のうち しゅうた） 

 
35 選挙運動に関する各党協議会「選挙運動に関する各党協議会によるメッセージ」（令和７年６月27日）<http

s://storage2.jimin.jp/pdf/kikanshi/210955_1.pdf> 


